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    こんにちは。御紹介いただきまして、

ありがとうございます。

　厚生労働省では、主に人の健康とい

う観点から、主に感染症法、あるいは

狂犬病予防法ということによって対策

を講じております。これまでのお話と

は毛色が変わるわけですけれども、人

の健康を守るという観点で、私の方から、人と動物の共

通感染症について御紹介をして、そして、最後の方にな

りますけども、緊急災害時の危機管理というテーマにつ

いて、考えていきたいというふうに思います。

    まず、こういった共通感染症が問題となる背景という

ことですけれども、これは、一つは交通手段の発達とい

うことによって、多くの人や多様な物資が大量に世界を

駆けめぐっているというようなことが起こっておりま

す。また、その移動速度というのも格段に速くなってお

ります。実際、日本から海外に出かけられる方といいま

すのは、年間 1,600 万人以上に上っておりますし、また、

日本に輸入される、例えば食品の量といいますと、年間

3,000万トンぐらいに及んでおります。一方、マスメディ

アの発達というものがありまして、いろんな情報が瞬時

に行き渡るということが可能となって、これらが、人の

行動とか、物の流通というものに影響を与えているとい

うことです。さらに、人口の増加とか、都市化とか、こ

れまで人を近づけなかった場所に、今は人が入っていけ

るようになったというようなこともあります。 

　このように、以前と比べて人間の社会が大きく変化を

し、そして、これはよい面もあれば、裏腹に感染症の急

    皆様も、この中には御記憶にあるようなものもあると

思いますけれども、例えば 2003 年には、ＳＡＲＳコロ

ナウイルスを原因とした重症急性呼吸器症候群が世界を

速な、あるいは広範囲な拡大といったマイナスの面も起

こるようになったということです。
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    人での共通感染症の発生といいますのは、例えば、そ

の原因菌を保有する動物の分布などによっても影響を受

けます。ここに今挙げたものは、いろんなものがありま

すけれども、現在は日本での発生というものは見られな

いで、専ら外国で感染して、日本に帰ってきてから発症

するような疾病ということになります。先ほどお示しし

たものもこの中に入っておりますし、かつては日本で猛

威を振るっていたような病気というものもあるというこ

とがおわかりいただけるかと思います。

　もう少し具体的に見ていきますと、これは、Ｈ５Ｎ１

亜型の鳥インフルエンザということでの、人での発症事

例ということを世界地図で示したものです。このだいだ

い色の部分が人での発症事例が確認されているところ

で、人数は細かくて恐縮ですけれども、2003 年 11 月

以降の累積された数字ということになっております。こ

の薄い色の部分は、これは人での発症事例ではありませ

んけれども、家禽などによって発生が確認されていると

ころということです。 

    そして、人で発症が確認されている数で多いのは、ア

ジア地域ではベトナム、それからインドネシア、それか

ら中国、タイといったような地域。それから、エジプト

というところが多い発生になっております。

　ちなみに日本では、これは家禽、あるいは野鳥といっ

たもので発生事例が確認されておりますけれども、人で

発病に至った例というのはありません。

　いずれにしても、人には、この病気自体はまれにしか

感染しない、鳥と濃厚接触して感染をすると、そういっ

たタイプの病気であるということです。  

   それから、もう一つ。これは世界における人の狂犬病

の発生の状況です。これは一昨年のデータですけれども、

日本では、この狂犬病というのは約半世紀、国内での発

生というのは見られておりません。このため、日本にお

られる方々の中には、狂犬病が非常に遠い病気、あるい

は過去の病気というふうに思われているかもしれませ

震撼させました。日本では幸いにも患者さんというのは

出ませんでしたけれども、感染された方が日本を旅行さ

れて、大きな影響を与えたということは記憶に新しいと

ころだと思います。

　それから、食中毒の原因菌と知られております大腸菌

のＯ -157、それ以外にも非常に重篤な感染症というふ

うに知られておりますエボラ出血熱、ラッサ熱、マール

ブルグ病といったようなウイルスは、実はこれはＰ４と

いう非常に厳重に管理された施設でしか病原体を扱えな

いものでして、こうした新しい感染症が次々と出現して

おります。 

ん。しかし、この図を見ていただいたらわかるように、

この日本のような清浄国、ブルーのところですけれども、

こういった地域というのは非常に限られていて、そして、

多くの国では、まだ発生しているということを御理解い

ただきたいということと、それから、中国、インド、そ

うした地域ですけれども、日本と近いアジアの地域で非

常に多くの方が毎年発症しているというところも留意を

しなくてはいけません。これはどういうことかといえば、

例えば、日本では犬の検疫といったこと措置を講じては

おりますけれども、やはり人や物の往来が激しい中で、

完全というものということは考えがたいので、狂犬病が

侵入するリスクは常にあるということを考えないといけ
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    それから、そのほかでも、海外では、例えば、蚊が媒

介する感染症として、マラリア、デング熱、ウエストナ

イル熱、チクングニヤ熱と、こういったものもあるとい

うことを御紹介させていただきます。

　最近、私どもが注目しているのは、このチクングニヤ

熱という病気ですが、これは、野生の状況では猿と蚊の

間で感染のサイクルが繰り返されるというふうに言われ

ておりますけれども、人が感染して発病した場合には、

発熱のほかに関節痛というものが起こります。死亡する

ということは少ないんですけれども、比較的関節痛が長

く続くので、やっかいな病気ということになります。

　これを媒介する蚊というのは、ヒトスジシマカ、余り

名称を御存じないかもしれませんけれども、この蚊は、

日本では東北以南の普通に見られる蚊でして、実際に蚊

のいるような時期に、が国内に戻ってこられた方が発症

すると、国内でも循環のサイクルが成立し得るというよ

うな、こういう病気があるということです。

　このように、海外から我が国に持ち込まれる感染症と

いうものを抑えるために、人や動物に対していろんな措

置というものを講じているわけですけれども、やはり感

染しないようにするということが大事ですので、こう

いった折に触れての注意喚起ということも行っておりま

す。 

    これは空港などの出国するところにポスターを掲示し

たり、チラシを置いたりということで、注意喚起を行っ

ているというものです。 

染症法という法律に基づきまして、ここに書かれている

ような病気につきまして、診断をしたお医者さんは、全

数を保健所に届け出るということが義務づけられていま

す。この情報は、都道府県から国に報告される仕組みに

なっておりまして、このデータ自体は平成 17 年から平

成 21 年の情報を入れております。平成 20 年と平成 21

年は速報値でして、また、平成 21 年は 47 週と書いて

おりますけれども、11 月 23 日までの数字というところ

は御容赦をいただきたいと思います。

　このうち、青色のものは、これは先ほどお話ししたよ

うに、専ら海外で感染して、帰国後に発病されて、診断

された方ということになります。そういうデング熱とか

マラリアといったものについては、年間数十例の方が、

日本で診断されているということです。

　一方、黒い方ですけれども、これが国内で発生してい

るような病気ということになります。ざっと見ますと、

例えば腸管出血性大腸菌というものは、大体年間 3,000

例とか、4,000例とか、そういった形で診断されています。

それから、ここには載っていないような病気で、報告す

るものには挙がっているけれども、ゼロというようなも

のも多くあります。

　それから、感染症によっては、日本の国内であっても、

詳しく見ていくと、地域的な偏りがあるというようなも

ないということです。このために、特に日本では、狂犬

病の主要な媒介動物である犬について、予防注射をする

ということで、あらかじめ免疫をつけておいて、万一の

侵入時の蔓延防止に役立てるといったような措置を講じ

ているということです。 

   ここからは少し日本の方の話に入ってまいりますけれ

ども、これは日本での人と動物の共通感染症と。その発

生状況を例に御紹介をするということです。日本では感
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のもあります。例えば、ここにありますエキノコックス

症とか、レプトスピラ症といったものは、地域的な偏り

のあるような病気ということになります。 

   このような感染症がどういった経路で人に感染をして

いくのかということを、ここでお示しをいたしました。

　順に行きますと、まず一つは、口から入るというよう

な病気です。これは出血性大腸菌だとか、Ｅ型肝炎といっ

たものですけども、加熱不十分な肉を人が食べることに

よって、これはその原因菌を持っていた場合なんですけ

ども、感染をする。あるいは、エキノコックス症なんか

も言われますけれども、汚染された水などを飲むといっ

たことによって感染するというふうに言われています。

　それから、吸引。意図的に吸引することはなくて、感

染動物の排せつ物、オウム病と言えば鳥類ですし、Ｑ熱

で言えば、もしかしたら猫といったようなことになるか

もしれませんけれども、そういった感染した動物の排せ

つ物が乾燥して、それが巻き上げられてといった形で吸

引するというようなことが考えられます。

　それから、刺されるということです。これは病原体を

保有するダニとか蚊といったもので、ダニが媒介するも

のとしてはツツガムシ病、日本紅斑熱、ライム病といっ

たような病気があります。それから、蚊が媒介するもの

は、日本脳炎といったものがあります。

　それから、触れるといったことですけれども、これは

感染した齧歯類の尿に触れてレプトスピラ症になるんで

すけど、これも意図的に触れるわけではなくて、尿によ

り汚染された水とか土壌を介して、人が感染していくと

いうような感染経路になります。

  

ができずに、避難場所で過ごすというようなことになり

ます。こういった状況というのは、もう先ほどから種々

言及されているように、すぐ復旧するというようなもの

ではありませんので、ふだんよりも、人側から言えば、

大きなストレスはかかります。これは人の方の感染防御

能力の方にも影響を与えます。

　それから、もう一つは、トイレやごみといったような

衛生的な環境の確保というところも、実は維持していく

のが大変になっていくということです。一方、ペットな

どを飼われている方。仮に避難場所に行くといったこと

になれば、これは一緒に過ごすことができないというこ

とになりますから、これによっては、また、先ほども言

いましたように、ペットにストレスがかかっていくとい

うようなことですので、これまで動物側の防御能力に

よって表には出てきてなかった病気も、表に出てくると

いったことも考えられるということです。

　そして、その結果、動物同士でうつし、うつされると

いうようなこともあるというふうに考えます。そういっ

たことを踏まえて、人の感染症の発生や蔓延を防止する

というために、動物との関係において、どういう配慮を

していくのかという視点で考えますと、まずは、人がか

かりやすい要因が出てきていると、そういうストレスが

かかる側という側から考えると、人側の環境にできるだ

   そうすると、緊急災害時の危機管理ということで、こ

れまでお話ししてきたような感染症対策を、では、個人

のレベルでどうするかということを考えてみました。

　大きな地震などの災害時においては、電気や水道の供

給がとまると。それから、場合によっては家にいること
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け病原体を持ち込まない、ふやさないというようなこと

になりますから、まずは動物が健全であるように、日ご

ろからの健康管理に、注意をしておくことが重要になろ

うかと思います。

　それから、動物等への接し方を考えるということかと

思います。 

   では、具体的にどういったことに注意をするのかとい

うことで、簡単に記載しております。

　まず、動物の健康管理ということで書いておりますけ

ども、日ごろからの話になりますけれども、これは、狂

犬病予防注射登録といったことは犬に義務づけておりま

すので、こういった予防注射等をしていただく。それか

ら、日ごろの動物の身の回りを清潔にしておくというこ

とと、そして、できるだけ定期健診なんかで、動物の病

気の早期発見、それから早期治療というものを心がけて

いただいて、何か問題、異常等があれば、動物病院で相

談をするなど、日ごろからの動物の健全な状態を維持す

るということかと思います。 

うまでもありませんけれども、どのような病原体を持っ

ているかというのはわかりません。したがって、接触を

可能な限り避けるというのが大事かと思います。当然、

緊急避難時等、衛生状態が悪くなってくれば、ネズミな

んかも集まってくるということもありますから、ネズミ

などはできるだけ来ないような環境をつくる、衛生害虫、

ダニや蚊といったようなものですけれども、そうしたも

のの発生を抑えるということになるかなというふうに考

えます。こういった事項というのは、実は、ある意味、

基本中の基本ということになろうかと思いますけれど

も、こうした基本が日常でも、それから緊急災害時でも

大事だということなのかなというふうに思います。

　それから、感染症を予防するというためには、実は今

回少しお話はいたしましたけれども、やっぱりあらかじ

め情報を得て、事前の心構えというか、準備というもの

をしておくことが大事かというふうに思っております。

こういった情報自体は、一般の書籍などもありますけれ

ども、ここにあるようなホームページから得ていただく

ことができます。厚生労働省では、感染症情報というペー

ジがありますし、それから国立感染症研究所のホーム

ページでは疾患別情報というのがありまして、ここで、

五十音順で各種疾病の情報を得ることができます。ここ

に書いてあるもの以外にでも、検疫所とか外務省とかで

は、海外渡航者向けの情報もありますので、御活用いた

だければと思います。 

   また、こういうハンドブックというものも作成してお

ります。受付のところで、このハンドブックは置かせて

いただいておりますけれども、この中にもいろんな情報

が詰まっておりますので、御参考にしていただければと

思います。 

　私の方からは、簡単ですけれども、以上です。どうも

ありがとうございました。

   次に動物の接し方ということなんですけれども、一見

健康に見えてたとしても、病原体を持っているというこ

とは、これは人も動物もありますので、過剰な触れ合い

を控えるということ。それから、動物にさわったら、必

ず手を洗うということ。野生動物に関しては、これは言
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○植村　興

　森田先生、どうもありがとうございました。

　人と動物の共通感染症の概要を詳細に説明していただ

きまして、また、やはり基本が第一と。それから、情報

をしっかりとるようにと、こういうお話であったと思い

ます。　　森田先生、どうもありがとうございました。


